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お
　
知
　
ら
　
せ

市
役
所
社
会
福
祉
課
子
育
て

支
援
室
子
育
て
支
援
係
か
ら

の
お
知
ら
せ

児
童
手
当
（
特
例
給
付
）
現
況
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

児
童
手
当
（
特
例
給
付
）
を
受
給
さ
れ

て
い
る
方
は
、
毎
年
、
引
き
続
き
手
当
を

受
け
る
要
件
が
あ
る
か
を
確
認
す
る
た
め

の
「
現
況
届
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

提
出
が
必
要
な
方
に
は
、
６
月
中
旬
に

案
内
と
現
況
届
の
用
紙
が
ご
自
宅
に
郵
送

さ
れ
ま
す
の
で
、
６
月
30
日
㈫
ま
で
の
間

に
市
役
所
給
付
金
事
務
室
（
本
庁
会
議
室

棟
）、
ま
た
は
、
各
支
所
・
行
政
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
況
届
が
提
出
さ
れ
な
い
と
、
６
月
分

以
降
の
児
童
手
当
の
支
払
い
が
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
提
出
を
お
願
い
し
ま

す
。子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申

請
に
つ
い
て

　

消
費
税
率
引
上
げ
の
影
響
等
を
踏
ま
え
、

子
育
て
世
帯
に
対
し
て
、
臨
時
特
例
的
な

給
付
措
置
と
し
て
、
子
育
て
世
帯
臨
時
特

例
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
対
象
者

・	

平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当
を
佐
渡

市
か
ら
支
給
さ
れ
る
方

・	
公
務
員
の
方
は
、
平
成
27
年
５
月
31
日

時
点
で
佐
渡
市
に
住
民
票
の
あ
る
方

※	

特
例
給
付（
児
童
手
当
の
所
得
制
限
額
以
上
の

方
に
、児
童
１
人
当
た
り
月
額
５
千
円
を
支
給

し
て
い
る
も
の
）を
受
給
さ
れ
る
方
は
、対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

※	

児
童
手
当
の
認
定
請
求
を
忘
れ
る
な
ど
し
て
、

平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当
の
対
象
と
な
る

児
童
分
の
支
給
が
受
け
ら
れ
な
い
方
に
つ
い
て

も
、支
給
対
象
に
な
り
得
る
の
で
、平
成
27
年
５

月
31
日
時
点
で
住
民
票
の
あ
る
市
区
町
村
の
窓

口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象
児
童

　

支
給
対
象
者
の
平
成
27
年
６
月
分
の
児

童
手
当
の
対
象
と
な
る
児
童

支
給
額　
対
象
児
童
１
人
当
た
り
３
千
円

受
付
期
間

　

６
月
15
日
㈪
～
９
月
15
日
㈫

※	

郵
送
の
場
合
は
、９
月
15
日
の
当
日
消
印
有
効

で
す
。

申
請
書
の
提
出
方
法

　

対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
、
６
月
中
旬
に

郵
送
す
る
「
児
童
手
当
・
特
例
給
付
現
況

届
」
に
申
請
書
を
同
封
し
ま
す
の
で
、
現

況
届
と
あ
わ
せ
て
市
役
所
給
付
金
事
務
室

（
本
庁
会
議
室
棟
）、
ま
た
は
、
各
支
所
・

行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
窓
口
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
現
況
届
対
象
外
の
方
に
つ

い
て
は
別
途
個
別
に
ご
案
内
し
ま
す
。

　

公
務
員
の
方
に
つ
い
て
は
、
職
場
の
証

明
を
も
ら
っ
た
申
請
書
と
印
鑑
を
お
持
ち

に
な
り
、
期
間
内
に
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
や
「
子
育
て
世

帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
の
「
振
込
め

詐
欺
」
や
「
個
人
情
報
の
詐
取
」
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
よ
る
影
響
を
緩

和
す
る
た
め
、
平
成
27
年
度
も
臨
時
福
祉

給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、
市

民
の
皆
さ
ま
か
ら
の
申
請
を
受
け
付
け
る

段
階
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
申
請
時
期
が
決

ま
り
次
第
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ご
自
宅
や
職
場
な
ど
に
、
佐
渡
市
や
厚

生
労
働
省
（
の
職
員
）
な
ど
を
か
た
っ
た

電
話
が
か
か
っ
て
き
た
り
、
郵
便
物
が
届

い
た
り
し
た
ら
、
迷
わ
ず
市
役
所
や
最
寄

り
の
警
察
署
（
ま
た
は
警
察
相
談
専
用
電

話
＃
９
１
１
０
）
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

　

	

市
役
所
社
会
福
祉
課
子
育
て
支
援
室	

子
育
て
支
援
係

　

☎
63
―
５
１
１
３

赤
十
字
幼
児
安
全
法
講
習
会

を
開
催
し
ま
す

　

日
本
赤
十
字
社
新
潟
県
支
部
で
は
、
少

子
社
会
が
進
む
中
、
子
ど
も
を
大
切
に
守

り
育
て
る
た
め
、
子
ど
も
の
成
長
と
発
達

の
特
性
を
知
っ
て
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
と

と
も
に
、
万
が
一
の
際
の
応
急
手
当
や
、

病
気
の
予
防
と
看
護
の
仕
方
を
身
に
つ
け

て
い
た
だ
く
た
め
の
講
習
会
を
開
催
し
ま

す
。

開
催
日　
７
月
４
日
㈯
・
７
月
５
日
㈰

時
間　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

会�

場　

佐
渡
中
央
会
館
（
佐
和
田
行
政

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
隣
）
２
階
和
室

対
象
・
定
員　
15
歳
以
上
の
方
・
20
人

参
加
費　
１
８
０
０
円
（
教
材
費
等
）

持�

参
品　
大
判
の
ハ
ン
カ
チ
・
筆
記
用
具
・

活
動
し
や
す
い
服
装
・
飲
み
物
・
昼
食

申
込
期
限　
６
月
30
日
㈫

　
（
※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
）

そ
の
他

・	

全
日
程
出
席
者
に
受
講
証
を
交
付
し
ま

す
。

・	

２
日
目
に
実
施
す
る
検
定
を
受
け
て
合

格
す
る
と
認
定
証
を
交
付
し
ま
す
。

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

市
役
所
社
会
福
祉
課
地
域
福
祉
係

　

☎
63
―
５
１
１
３

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

暮らしの情報


